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令和４年第１回 

宮代町議会定例会議案書 



議案番号 件        名 頁 

   

議案第１号 
 

専決処分の承認を求めることについて（令和３年度宮代町一般

会計補正予算（専決第３号）の承認について） 

１ 

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度宮代町一般
会計補正予算（専決第４号）の承認について） 

３ 

議案第３号 行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関す
る条例について 

５ 

議案第４号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ７ 

議案第５号 宮代町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について １０ 

議案第６号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい
て 

１２ 

議案第７号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例について １４ 

議案第８号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例について 

１６ 

議案第９号 宮代町子育てひろば設置及び管理に関する条例の一部を改正
する条例について 

１８ 

議案第１０号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について ２０ 

議案第１１号 宮代町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつ
いて 

２２ 

議案第１２号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて ２３ 

議案第１３号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ
いて 

２４ 

議案第１４号 令和３年度宮代町一般会計補正予算（第８号）について ２５ 

議案第１５号 令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて 

２６ 

議案第１６号 令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）につい
て 

２７ 

議案第１７号 令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
について 

２８ 

    



議案番号 件        名 頁 

   

議案第１８号 令和４年度宮代町一般会計予算について ２９ 

議案第１９号 令和４年度宮代町国民健康保険特別会計予算について ３０ 

議案第２０号 令和４年度宮代町介護保険特別会計予算について ３１ 

議案第２1号 令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について ３２ 

議案第２２号 令和４年度宮代町水道事業会計予算について ３３ 

議案第２３号 令和４年度宮代町下水道事業会計予算について ３４ 

議案第２４号 令和４年度宮代町一般会計補正予算（第１号）について ３５ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 １  

 

議案第１号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第３号）について、別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

子育て世帯への臨時特別給付金給付に伴う経費を緊急に計上する必要が生じたこ

とから、令和３年度宮代町一般会計予算に２億２，５００万円を追加し、総額を

１１８億６，８３４万８，０００円とすることについて専決処分をしたので、地

方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 



 ２  

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。 

 

   令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第３号）（別冊） 

 

  令和３年１２月１６日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 



 ３  

 

議案第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第４号）について、別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付に伴う経費を緊急に計上する必

要が生じたことから、令和３年度宮代町一般会計予算に４億４，０００万円を追加

し、総額を１２３億８３４万８，０００円とすることについて専決処分をしたので、

地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 



 ４  

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。 

 

   令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第４号）（別冊） 

 

  令和４年１月６日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 



 ５  

 

議案第３号 

 

行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例について 

 

行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとお

り提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

行政手続における押印の見直しに伴い、関係条例の整備をしたいので、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ６  

 

行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３０年宮代町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 別記様式中「印」を削る。 

（宮代町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第２条 宮代町固定資産評価審査委員会条例（昭和３８年宮代町条例第１４号）の

一部を次のように改正する 

  第４条第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

  第８条第５項中「し、提出者がこれに署名押印」を削る。 

（宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第３条 宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例（平成１５年宮代

町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「印」を削る。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 ７  

 

議案第４号 

 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の未就学児の軽減措置等について

所要の改正を行うため、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正したいので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ８  

 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

宮代町国民健康保険税条例（昭和３０年宮代町条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

本則中「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健康保険の被

保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に改める。 

第２条中「所得割額並びに被保険者均等割額」を「所得割額及び被保険者均等割額」

に改める。 

第３条の見出し中「被保険者に係る」の次に「基礎課税額の」を加える。 

第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。 

第１３条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。 

第２３条中「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、同条に次

の１項を加える。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当

該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者

均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

（１）国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，７７０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ７，９５０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １２，７２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １５，９００円 

（２）国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

   次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 １，６５０円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 ２，７５０円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 ４，４００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，５００円 

第２３条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項

第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「次号において

同じ。）」の次に「及び」を加える。 

 附則第２項中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「法第７０３条の５」を「法

第７０３条の５第１項」に改める。 

附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第２３条」を「第２３

条第１項」に改める。 



 ９  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１３条第１項、第２３条及び第

２３条の２の改正規定（「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前

条第１項第１号」に改める部分に限る。）並びに附則第２項から第４項まで及び第

６項から第１３項までの改正規定は令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の宮代町国

民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 



 １０  

 

議案第５号 

 

宮代町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 民法の一部を改正する法律の施行に伴い、宮代町奨学資金貸付条例の一部を改正

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 

 

 



 １１  

 

宮代町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 

宮代町奨学資金貸付条例（昭和５９年宮代町条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項第２号中「満２０歳以上」を「成年」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 １２  

 

議案第６号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

人事院勧告に基づく国家公務員の育児休業制度の改正に準じ、町職員の育児休業

制度の改正を行うため、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



 １３  

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮代町条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第４号ア（ア）を削り、同号ア（イ）中「特定職に引き続き」を「引き続

いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同号ア（イ）

を同号ア（ア）とし、同号ア（ウ）を同号ア（イ）とする。 

第２１条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

 第２４条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２５条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊

娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に

対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承

認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員

が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２６条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）職員に対する育児休業に係る研修の実施 

（２）育児休業に関する相談体制の整備 

（３）その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 １４  

 

議案第７号 

 

宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 国による個人情報保護制度の見直しに伴い、宮代町個人情報保護条例の一部を改

正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する

ものである。 

 

 



 １５  

 

宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 宮代町個人情報保護条例（平成１１年宮代町条例第１７号）の一部を次のように

改正する 

 第２条第３号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５８号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）第２条第３項」を「個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」と

いう。）第２条第２項」に改め、同条第４号中「行政機関個人情報保護法第２条第

４項」を「個人情報保護法第２条第３項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 １６  

 

議案第８号 

 

宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 入所児童数の増加に伴い、ふじ児童クラブ及びかえで第二児童クラブの定員を拡

大するため、宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 



 １７  

 

   宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例（平成１７年宮代町条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表ふじ児童クラブの項中「１６０人」を「２００人」に、かえで第一児

童クラブの項中「４５人」を「４０人」に、かえで第二児童クラブの項中「３５人」

を「８０人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

  

 



 １８  

 

議案第９号 

 

宮代町子育てひろば設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

   て 

 

 宮代町子育てひろば設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり提出する。 

 

 令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

宮代町子ども家庭総合支援拠点の設置に伴い、宮代町子育てひろば設置及び管理

に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より、この案を提出するものである。 

 

 



 １９  

 

宮代町子育てひろば設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 宮代町子育てひろば設置及び管理に関する条例（平成２７年宮代町条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを１号ずつ

繰り上げる。 

 第６条第２項中「第３条各項」を「第３条各号」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 ２０  

 

議案第１０号 

 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、埼玉県

市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて議決を求める。 

   

令和４年２月１７日提出 

 

                   宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 埼玉県都市競艇組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更す

ることについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提

出するものである。 

 



 ２１  

 

埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 別表第１及び別表第２第４条第１号に掲げる事務の項組合市町村の欄中「埼玉県

都市競艇組合」を「埼玉県都市ボートレース企業団」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 



 ２２  

 

議案第１１号 

 

宮代町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町教育委員会教育長に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                     

２ 氏  名  中 村 敏 明 

３ 生年月日             

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現教育委員会教育長の中村敏明氏を引き続き教育委員会教育長に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、この案を提

出するものである。 



 ２３  

 

議案第１２号 

 

宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町監査委員に選任することについて同意を求める。 

１ 住  所                         

２ 氏  名  新 祖  章 

３ 生年月日             

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現監査委員である新祖 章氏を引き続き委員に選任したいので、地方自治法第１９

６条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２４  

 

議案第１３号 

 

宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町公平委員会の委員に選任することについて同意を求める。 

１ 住  所                      

２ 氏  名  田 口 寿 美 子 

３ 生年月日             

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現公平委員会の委員である田口寿美子氏を引き続き委員に選任したいので、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２５  

 

議案第１４号 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（第８号）について 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（第８号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

各種事業実績の確定、保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付、子育て世帯への臨

時特別給付金の支給及び事業所・お店支援金の実施等に伴い、令和３年度宮代町一般

会計予算から１億２，７６２万４，０００円を減額し、総額を１２１億８，０７２万

４千円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。 

 

 



 ２６  

 

議案第１５号 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出

する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

一般被保険者療養給付費の増並びに繰入金及び特定健康診査等の事業費の確定に

伴い、令和３年度宮代町国民健康保険特別会計予算に１億８７７万２，０００円を

追加し、総額を３７億４，２７６万２，０００円とすることについて、地方自治法

第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２７  

 

議案第１６号 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

令和３年度宮代町介護保険特別会計歳入予算において、国庫支出金に５８８万

７,０００円を追加し、介護保険料及び繰入金から５８８万７,０００円を減額す

ることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 

 

 

 



 ２８  

 

議案第１７号 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提

出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

繰入金及び後期高齢者医療広域連合への納付金の確定に伴い、令和３年度宮代

町後期高齢者医療特別会計予算から４６３万８，０００円を減額し、総額を５億

５，０３０万２,０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２９  

 

議案第１８号 

 

令和４年度宮代町一般会計予算について 

 

令和４年度宮代町一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

令和４年度宮代町一般会計予算の総額を１０８億６，０００万円とすることにつ

いて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 



 ３０  

 

議案第１９号 

 

令和４年度宮代町国民健康保険特別会計予算について 

 

令和４年度宮代町国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

令和４年度宮代町国民健康保険特別会計予算の総額を３８億６１万４，０００円

とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定によりこの案を提出する

ものである。 

 

 



 ３１  

 

議案第２０号 

 

令和４年度宮代町介護保険特別会計予算について 

 

令和４年度宮代町介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

令和４年度宮代町介護保険特別会計予算の総額を３１億５,４５４万９,０００円

とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 

 

 



 ３２  

 

議案第２１号 

 

令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算の総額を６億２，４１８万 

３，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。 

 

 



 ３３  

 

議案第２２号 

 

   令和４年度宮代町水道事業会計予算について 

 

 令和４年度宮代町水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の予

定額を８億６，２４１万８，０００円とし、収益的支出の予定額を７億５，９１２万

２，０００円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収入の予

定額を３億４，８２３万円とし、資本的支出の予定額を８億４，３７２万４，０００円

とすることについて、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、この案を提出するも

のである。 

 

 



 ３４  

 

議案第２３号 

 

   令和４年度宮代町下水道事業会計予算について 

 

 令和４年度宮代町下水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町下水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の

予定額を１０億９，６９９万円とし、収益的支出の予定額を１０億７，０８２万

２，０００円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収

入の予定額を４億１，９１５万７，０００円とし、資本的支出の予定額を５億

２，２０３万４，０００円とすることについて、地方公営企業法第２４条第２

項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ３５  

 

議案第２４号 

 

令和４年度宮代町一般会計補正予算（第１号）について 

 

令和４年度宮代町一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年２月１７日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の交付に伴い新型コロナ

ウイルス感染症対策事業を実施するため、令和４年度宮代町一般会計予算に１億

３，６３９万５，０００円を追加し、総額を１０９億９，６３９万５，０００円

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 

 


